
（別紙①）               介護老人保健施設ライフポート泉南 

通所リハビリテーションサービス利用料金 
 

平成 30年４月１日より 

1.介護保険給付対象費用 
（１日あたり:６時間以上～7時間未満利用の場合）    ③は自己負担額  

                                                    （非課税） 

要介護度 要介護－１ 要介護－２ 要介護－３ 要介護－４ 要介護－５ 

①施設サービス 

利用料金 
6,890円 8,233円 9,544円 11,115円 12,654円 

②介護保険から 

の給付額 
6,201円 7,409円 8,590円 10,003円 11,388円 

③自己負担額 

※1割負担の場合 
689円 824円 954円 1,112円 1,266円 

※介護保険負担割合証に記載されています負担割合にて自己負担は異なります。 

 

 

２．その他の介護保険給付対象費用 

＊入浴介助加算      ： 浴室での入浴を利用した場合に算定 

 

＊ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ  : 厚生労働大臣が定める基準を満たした職員配置 

 

＊口腔機能向上加算   ： 口腔機能低下の状態にある、または恐れのある方に対して、実施・指

導される機能向上サービス 

 

＊栄養改善体制加算   ： 利用者の栄養状態を把握し、多職種が協力して個人ごとの栄養ケア

計画の作成に対する評価 

 

＊栄養スクリーニング加算： 栄養スクリーニングを行い、栄養状態に係る情報を文書上で共有し

た場合に評価 

 

＊リハビリテーション    ：リハビリテーション専門職員の配置を基準より手厚くした体制 

提供体制加算 

 

＊リハビリテーション 

マネジメント加算Ⅲ・Ⅳ  ： 定期的な評価を行い、利用者ごとのリハビリテーション実施計画に基

づくリハビリテーション 

＊短期集中個別 

リハビリテーション実施加算  ： 退院・退所後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした短期 

            集中リハビリテーションの実施。 



＊認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算： 認知症の状態に合わせ効果的な方法を取り入れた集中的なリハビ

リテーション 

＊生活行為向上 

リハビリテーション実施加算： 生活行為の向上に焦点を当て、生活場面における具体的な指導や 

                   リハビリテーション 

 

＊重度療養管理加算    ： 手厚い医療が必要な状態である利用者にサービス提供を行った 

場合（別に厚生労働大臣が定める状態の方） 

 

＊中重度者ケア体制加算 ： 中重度要介護者を積極的に受入れ、看・介護職員を加配 

 

＊社会参加支援加算   ： 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制に対する評価 

 

＊介護職員処遇改善加算  ：事業所において介護職員の賃金改善の取り組みに対する評価 

加 算 項 目 １．施設サービス利用料金 ２．介護保険からの給付額 ３．自己負担額 

入浴介助加算 ５１６円 ４６４円 ５２円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ １８５円 １６６円 １９円 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

提供体制加算 
２４７円 ２２３円 ２４円 

口腔機能向上加算 １，５４９円 １，３９４円 １５５円 

栄養 ス ク リ ー ニ ン グ 加 算   

（6か月に１回） 
５１円 ４６円 ５円 

栄養改善体制加算 １，５４９円 １，３９４円 １５５円 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン        

マネジメント加算 Ⅱ  

① ８，７８０円    ７，９０２円 ８７８円 

② ５，４７４円 ４，９２７円 ５４７円 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン        

マネジメント加算 Ⅲ 

① １１，５６９円 １０，４１２円 １，１５７円 

②  ８，２６４円 ７，４３７円 ８２７円 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

マネジメント加算 Ⅳ 

① １２，６０２円 １１，３４２円 １，２６０円 

②  ９，２９７円 ８，３６７円 ９３０円 

短期集中個別 

リハビリテーション実施加算 
１，１３６円 １，０２２円 １１４円 

認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算Ⅰ 
２，４７９円 ２，２３１円 ２４８円 

認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算Ⅱ 
１９，８３３円 １７，８４９円 １，９８４円 

生活行為向上 

リハビリテーション実施加算 

２０，６６０円 １８，５９４円 ２，０６６円 

１０，３３０円 ９，２９７円 １，０３３円 

重度療養管理加算 １，０３３円 ９２９円 １０４円 

中重度者ケア体制加算 ２０６円 １８５円 ２１円 

社会参加支援加算 １２３円 １１０円 １３円 

事業所が送迎を行わない場合 -４８５円 -４３６円 -４９円 

介護職員処遇改善加算 所定単位×47 / １０００ 



３．介護保険給付対象外費用 

＊食   費（１日あたり）  昼食５００円  おやつ５０円（非課税） 

＊オムツ料金（１日あたり）  １００円（非課税） 

＊日用品費（1 日あたり）  １５０円（非課税） 

 シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、石鹸、タオル、おしぼり、義歯洗浄剤、

歯ブラシ、歯磨き粉 

＊教養娯楽費（1 日あたり）      １００円（非課税） 

 習字道具、絵画用具、工作用具、裁縫用具、その他、クラブ活動の消耗品費、嗜好品 

＊電 気 代（１機種・1 日あたり）   ５０円（税込み） 

利用者が個々に利用する電気の使用料。（電気毛布、電気こたつ、テレビ、パソコン等） 

＊文 書 料（1 通）        ５，４００円（税込み） 

死亡診断書並びに利用者等から任意に要請されて作成する診断書。 

（死亡診断書、生命保険給付に関する診断書など） 

 

 

＊そ の 他 

前記のほか、利用者が個々に希望する法定代理受領サービスに該当しないものについ

ては、実費相当額とします。 

・被服の洗濯をご希望の場合 

・個人的に希望して行うクラブ活動等の材料費 

・利用者が選定する特別な食事の提供 

・複写（コピー）を希望される場合は、１枚に付き１０円（税込み）とします。 

・利用者等のスナップ写真を希望する場合は、１枚４０円（税込み）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


